　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　R８年度

丹波市中小企業資金融資対象者確認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 　　年　　月　　日　
丹波市長　　林　　時彦　様

申請者

・事業所在地　　　　　　　　　  〒    -　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
・本社所在地（個人事業主の場合、自宅住所）　 〒    -　　　      　　　　　　　　　　　　　　 
・事業所名称（商号）









・代表者役職・氏名






　　　　
・電話番号


Tel　　　－　　　　　　　担当者氏名　　　　　　 
・事業内容　　　　　　　　　　　　　　　　 　業　  従業員数（常時雇用者）　　　 人
・事業の開始年月日　　　　　　　　　　　年　　月　　日
予定する融資の申込内容　　　金融機関名　　　　　　　　店舗名
・融資申込み金融機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　店）
・資金名（使途）

□経営改善資金（運転資金）[新規・巻直し]←いずれかに○
（右のいずれかに）

　 （1,500万円限度　10年以内　固定金利 年1.90％）





□設備投資資金（設備資金）
（3,000万円限度　10年以内　固定金利 年1.90％）

・融資希望額及び期間
　
   　　　　　　　万円　　　
　　　   か月
・返済方法


   元金均等月賦償還
・信用保証に係る認定の予定（右のいずれかに○）　　　　あり　・　なし　・　未定　
【　同意事項　】

金融機関において必要な審査を受けること、並びに「丹波市中小企業資金融資制度要綱」の規定及び本融資に係る市の他の制度の実施等に必要がある場合、申請内容、審査結果、返済状況等を取扱金融機関及び丹波市に開示することに異議なく同意します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    代表者氏名　　
　
　　　　　　　㊞
注意事項等

・融資ご利用に当たっては、下記の取扱金融機関に、事前によくご相談ください。

取扱金融機関

但馬銀行　みなと銀行　中兵庫信用金庫　兵庫県信用組合　
丹波ひかみ農業協同組合　京都北都信用金庫
※実際に融資するのは取扱金融機関です。市が直接、融資はいたしません。
・設備投資資金（設備資金）をご利用の方へ

「丹波市設備投資支援事業補助金」の対象となる場合がありますので、確認申請書提出時に商工会（82-3476）または商工観光課（74-1464）にご確認ください。
【　添付書類　】　 下記の該当箇所に☑してください。
□  市中小企業資金融資に融資残高がある場合：金融機関発行の借入残高のわかる書類
□  申込金融機関以外に市中小企業資金融資残高がある場合：別途借入残高のわかる書類
□　丹波市税等の滞納がないことを証する書類 または、市税納税状況確認同意書
滞納のないことの証明については発行日から１カ月以内のものに限る。
※市税納税状況確認同意書を添付にて申請の場合、確認書発行までに1～2週間程度日数を要します。
事業者または金融機関→市へ提出

